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 新旧対照表

改正後 改正前

ｐ１　第１　危険な薬品 ｐ１　第１　危険な薬品 
１　危険な薬品の分類 １　危険な薬品の分類 

危険な薬品を取り扱う場合には、取り扱う薬品の性質、毒性などについて、十分な知 危険な薬品を取り扱う場合には、取り扱う薬品の性質、毒性などについて、十分な知
識をもつことが必要である。また、特に保管・管理を厳重にし、盗難や不正流出が起き 識をもつことが必要である。また、特に保管・管理を厳重にし、盗難や不正流出が起き
ないよう対策を講じておくことが重要である。 ないよう対策を講じておくことが重要である。 

危険な薬品についての法規上の分類には、「毒物及び劇物取締法」による医薬用外毒 危険な薬品についての法規上の分類には、「毒物及び劇物取締法」による医薬用外毒
物、医薬用外劇物及び特定毒物、「消防法」による第１類から第６類、「高圧ガス保安法」 物、医薬用外劇物及び特定毒物、「消防法」による第１類から第６類、「高圧ガス保安法」
に基づく可燃性ガス及び毒性ガス、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の に基づく可燃性ガス及び毒性ガス、「薬事法」による毒薬及び劇薬などがある。 
確保等に関する法律（薬機法）」による毒薬及び劇薬などがある。  

  
２　薬品に関する法的規則 ２　薬品に関する法的規則 
 法規名（所管官庁） 趣　旨  法規名（所管官庁） 趣　旨
 ・毒物及び劇物取締法（厚生労働省） 　薬品の生物学的、物  ・毒物及び劇物取締法（厚生労働省） 　薬品の生物学的、物
 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 　薬品の用途に着目し、  ・薬事法（厚生労働省） 　薬品の用途に着目し、 
 　に関する法律（薬機法）（厚生労働省） その性質や有効性など  その性質や有効性など

  
３　学校にありうる危険な薬品 ３　学校にありうる危険な薬品 
　　「毒物及び劇物取締法」、「消防法」による危険な薬品のうち、学校にありうるものは 　　「毒物及び劇物取締法」、「消防法」による危険な薬品のうち、学校にありうるものは
　次表のとおりであるが、学校によっては、これら以外の危険な薬品が保管されている場 　次表のとおりであるが、学校によっては、これら以外の危険な薬品が保管されている場
　合もあることから、留意すること。　                                          　合もあることから、留意すること。　      

 危険性  危険性  危険性  危険性品　　　　名
分　類 性質・作用等

品　　　　名
分　類 性質・作用等

品　　　　名
分　類 性質・作用等

品　　　　名
分　類 性質・作用等

亜鉛（粉末） ・ 第２類 還元性 亜硝酸ナトリウム 劇 第１類 急性毒性、酸化性 亜鉛（粉末） ・ 第２類 還元性 亜硝酸ナトリウム 劇 第１類 急性毒性、酸化性
トリクロル酢酸 劇 ・ 腐食性、全身毒性 トルエン 劇 第４類 引火性、全身毒性 トリクロル酢酸 劇 ・ 腐食性、全身毒性 トルエン 劇 第４類 引火性、全身毒性

ナトリウム 劇 第３類 禁水性、腐食性 （削除） ナトリウム 劇 第３類 禁水性、腐食性 ナフタレン ・ 第２類 可燃性

2-ナフトール 劇 ・ 全身毒性、皮膚感作性 二クロム酸カリウム 劇 第１類 酸化性、全身毒性 2-ナフトール 劇 ・ 全身毒性、皮膚感作性 二クロム酸カリウム 劇 第１類 酸化性、全身毒性

二クロム酸ナトリウム 劇 ・ 腐食性、全身毒性 ニトロセルロース ・ 第５類 爆発性、発火性 二クロム酸ナトリウム 劇 ・ 腐食性、全身毒性 ニトロセルロース ・ 第５類 爆発性、発火性

ニトロベンゼン 劇 第４類 引火性、全身毒性 二硫化炭素 劇 第４類 引火性、全身毒性 ニトロベンゼン 劇 第４類 引火性、全身毒性 二硫化炭素 劇 第４類 引火性、全身毒性

ヒ酸鉛 毒 ・ 発ガン性、全身毒性 ピクリン酸 劇 第５類 爆発性、全身毒性 ヒ酸鉛 毒 ・ 発ガン性、全身毒性 ピクリン酸 劇 第５類 爆発性、全身毒性

フェノール　５％＜ 劇 ・ 腐食性、全身毒性 フッ化水素酸 毒 ・ 腐食性、全身毒性 フェノール　５％＜ 劇 ・ 腐食性、全身毒性 フッ化水素酸 毒 ・ 腐食性、全身毒性

プロパノール ・ 第４類 引火性、腐食性 ヘキサン ・ 第４類 引火性、全身毒性 プロパノール ・ 第４類 引火性、腐食性 ヘキサン ・ 第４類 引火性、全身毒性

1-ヘキセン ・ 第４類 引火性、呼吸器有害性 変性アルコール（燃料） ・ 第４類 引火性、全身毒性 1-ヘキセン ・ 第４類 引火性、呼吸器有害性 変性アルコール（燃料） ・ 第４類 引火性、全身毒性

ベンゼン ・ 第４類 引火性、全身毒性 ホルムアルデヒド 劇 ・ 発ガン性、全身毒性 ベンゼン ・ 第４類 引火性、全身毒性 ホルムアルデヒド 劇 ・ 発ガン性、全身毒性

マグネシウム ・ 第２類 可燃性、爆発性 無水クロム酸 劇 第１類 酸化性、全身毒性 マグネシウム ・ 第２類 可燃性、爆発性 無水クロム酸 劇 第１類 酸化性、全身毒性

無水酢酸　0.2％＜ 劇 第４類 引火性、全身毒性 メタノール 劇 第４類 引火性、全身毒性 無水酢酸 ・ 第４類 引火性、全身毒性 メタノール 劇 第４類 引火性、全身毒性

硫酸　10％＜ 劇 ・ 腐食性、全身毒性 硫酸亜鉛 劇 ・ 全身毒性、環境有害性 硫酸　10％＜ 劇 ・ 腐食性、全身毒性 硫酸亜鉛 劇 ・ 全身毒性、環境有害性

  
ｐ３　４　法規別薬品の分類 ｐ３　４　法規別薬品の分類 
 (3)　農薬取締法における農薬  (3)　農薬取締法における農薬 
　　ア　農薬の定義（農薬取締法第２条） ア　農薬の定義（農薬取締法第１条の２） 

農作物（樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。）を害する菌、線 農作物（樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。）を害する菌、線
虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌 虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物またはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、
剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用した資材で 殺虫剤その他の薬剤（その薬剤を原料または材料として使用した資材で当該防除に
当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。）及び農作物等の生理 用いられるもののうち政令で定めるものを含む。）及び農作物等の生理機能の増進
機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。 または抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
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  新旧対照表

改正後 改正前

ｐ５　第２　薬品の取扱い ｐ５　第２　薬品の取扱い 
２　薬品の管理・保管 ２　薬品の管理・保管 
 (1) 管理上の遵守事項  (1) 管理上の遵守事項 
　　ア　理科薬品等を保有する学校は、必ず管理責任者を指定すること。 ア　理科薬品等を保有する学校は、必ず管理責任者を指定すること。 

なお、指定に当たっては、理科、農業、工業等の教科（学科）主任又は薬品を　 なお、指定に当たっては、理科、農業、工業等の教科（学科）主任又は薬品を　
主に扱う教科の担当教諭の中から指定する。 主に扱う教科の担当教諭の中から指定する。 

　　イ　薬品は購入・使用等の都度、受払・点検記録簿に使用量等を記録すること。 イ　薬品は購入・使用等の都度、受払・点検記録簿に使用量等を記録すること。 
(ｱ) 一般薬品は「一般薬品受払・点検記録簿（様式１）」に、毒物及び劇物は、「毒 (ｱ) 一般薬品は「一般薬品受払・点検記録簿（様式１）」に、毒物及び劇物は、「毒

物及び劇物受払・点検記録簿（様式２）」にそれぞれ使用年月日、使用量、残 物及び劇物受払・点検記録簿（様式２）」にそれぞれ使用年月日、使用量、残
量等を記入し、常に現在量を把握できるようにしなければならない。 量等を記入し、常に現在量を把握できるようにしなければならない。 

農薬については、農林水産省の登録番号、使用場所、対象農作物等及び単位面         （新設）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積当たりの使用量又は希釈倍数を記入すること。 　　　　 

特に、毒物及び劇物については、直接処理する担当教諭又は実習助手が、使用 特に、毒物及び劇物については、直接処理する担当教諭又は実習助手が、使用
量等を記録し押印のうえ、管理責任者及び校長の検印を受けること。 量等を記録し押印のうえ、管理責任者及び校長の検印を受けること。 

  (ｲ) 省略 　　　(ｲ) 省略
  (ｳ) 省略 　　　(ｳ) 省略

  
ｐ１３　第３　災害・事故等の対策と対応 ｐ１３　第３　災害・事故等の対策と対応 
１　地震 １　地震 

大きな地震により、薬品戸棚が転倒したり、薬品戸棚から多量のびんが落ちて破損し 大きな地震により、薬品戸棚が転倒したり、薬品戸棚から多量のびんが落ちて破損し
たりすると、火災その他の事故の原因になる。 たりすると、火災その他の事故の原因になる。 

地震による事故を防止するために、薬品戸棚や保管庫を床や壁面等に固定したり、薬 地震による事故を防止するために、薬品戸棚や保管庫を床や壁面等に固定したり、薬
品戸棚から薬品の容器が転落するのを防止するための枠を設けたりする等の措置を講じ 品戸棚から薬品の容器が転落するのを防止するための枠を設けたりする等の措置を講じ
る。また、薬品の容器はできるだけポリびんにするとともに、特に危険性の大きい薬品 る。また、薬品の容器はできるだけポリびんにするとともに、特に危険性の大きい薬品
はできるだけ下段に収納し、「危険物を運搬する際の混載に関する基準」において混載 はできるだけ下段に収納し、「危険物の混載に関する基準」において混載を禁止する組
を禁止する組合せの薬品は並べて保管しない。（「第２ 薬品の取扱い ２ 薬品の管理・ 合せの薬品は並べて保管しない。（「第２ 薬品の取扱い ２ 薬品の管理・保管　(3) 危
保管　(3) 危険な薬品に関する遵守事項」参照） 険な薬品に関する遵守事項」参照） 

  
２　盗難事故 ２　盗難事故 
　　（省略） 　　（省略） 

  
３　水害等 ３　水害等 
　　（省略） 　　（省略） 

  
ｐ１４　４　その他の事故対策 ｐ１３　４　その他の事故対策 

毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、または地下にしみ込んだ場合におい 毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、または地下へのしみ込んだ場合にお
て、不特定または多数の者について、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときには、 いて、不特定または多数の者について、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときに
直ちに、その旨を保健所、警察署または消防機関に届け出るとともにそれらの危害を防 は、直ちに、その旨を保健所、警察署または消防機関に届け出るとともにそれらの危害
止するために、必要な応急の措置を講じなければならない。 を防止するために、必要な応急の措置を講じなければならない。 

    （以下省略）   （以下省略）
  

ｐ１５　第４　関係法規・通達等 ｐ１５　第４　関係法規・通達等 
１　毒物及び劇物取締法（抜粋） １　毒物及び劇物取締法（抜粋） 

  （毒物又は劇物の取扱) （毒物又は劇物の取扱)
第１１条～第１５条の２　（省略） 第１１条～第１５条の２　（省略）
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 新旧対照表

改正後 改正前

  （事故の際の措置） （事故の際の措置）
第１７条　毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又 第１６条の２　 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは

は第１１条第２項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に 劇物又は第１１条第２項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、
染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそ 又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が

  れがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、 生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出る
保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 とともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 

  

２　毒物及び劇物取締法施行令（抜粋）　　 ２　毒物及び劇物取締法施行令（抜粋）　　 
  （廃棄の方法） （廃棄の方法） 

第４０条 　法第１５条の２の規定により、毒物若しくは劇物又は法第１１条第２項に規 第４０条 　法第１５条の２の規定により、毒物若しくは劇物又は法第１２条第２項に規
  定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。 定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。

  
ｐ１７　３　消防法（抜粋） ｐ１７　３　消防法（抜粋） 
別表第１　危険物 別表第１　危険物                                                                

品　名 性　質 指定数量 代表的な物質 品　名 性　質 指定数量 代表的な物質

第 ７　有機金属化合物（アルキル 自  第１種自然発 10 kg  リチウム粉 第 ７　有機金属化合物（アルキル 自  第１種自然発 10 kg  リチウム粉 
３ 　アルミニウム及びアルキルリ 然  火性物質及び  水素化ナトリウム ３ 　アルミニウム及びアルルリチ 然  火性物質及び  水素化ナトリウム

類 　チウムを除く。） 発  禁水性物質 類 　ウムを除く。） 発  禁水性物質

　 １　有機過酸化物  第１種自己反 10 kg  アジ化ナトリウム 　 １　有機過酸化物  第１種自己反 10 kg  アジ化ナトリウム 
第 ２　硝酸エステル類 自 応性物質  過酸化ベンゾイル 第 ２　硝酸エステル類 自 応性物質  過酸化ベンゾイル 
５ ３　ニトロ化合物 己  硝酸イソソルビド ５ ３　ニトロ化合物 己  硝酸イソソルビド

類 ４　ニトロソ化合物 反 類 ４　ニトロソ化合物 反 
５　アゾ化合物 応 第２種自己反 100 kg  ニトロメタン ５　アゾ化合物 応 第２種自己反 100 kg  ニトロメタン 
６　ジアゾ化合物 性 応性物質  硝酸ヒドラジン ６　ジアゾ化合物 性 応性物質  硝酸ヒドラジン 
７　ヒドラジンの誘導体 物  カルボヒドラジド ７　ヒドラジンの誘導体 物  カルボヒドラジド

８　ヒドロキシルアミン 質 ８　その他のもので政令で定め 質 
９　ヒドロキシルアミン塩類 　るもの

10　その他のもので政令で定め ９　前各号に掲げるもののいず

　るもの 　れかを含有するもの

11　前各号に掲げるもののいず

　れかを含有するもの

  
　指定可燃物                        　指定可燃物   

    品  名 数  量   品  名 数  量
  綿花類 200 kg    綿花類 200 kg    
  木毛及びかんなくず 400 kg    木毛及びかんなくず 400 kg  
  ぼろ及び紙くず 1,000 kg    ぼろ及び紙くず 1,000 kg  
      糸類 1,000 kg    糸類 1,000 kg  
      わら類 1,000 kg    わら類 1,000 kg  
      再生資源燃料 1,000 kg   （新設）   
       可燃性固体類 3,000 kg   可燃性固体類 3,000 kg
  石炭・木炭類 10,000 kg  石炭・木炭類 10,000 kg
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 新旧対照表

改正後 改正前

ｐ２１　６　排水基準を定める省令（抜粋） ｐ２１　６　排水基準を定める省令（抜粋） 
  （排水基準） （排水基準）

別表第１ 別表第１ 
   有害物質の種類 許容限度    有害物質の種類 許容限度

    カドミウム及びその化合物 １Lにつきカドミウム0.03mg     カドミウム及びその化合物 １Lにつきカドミウム0.1mg

    シアン化合物 １Lにつきシアン１mg     シアン化合物 １Lにつきシアン１mg

    有機燐化合物（パラチオン、メチル １Lにつき１mg     有機燐化合物（パラチオン、メチル １Lにつき１mg 
    パラチオン、メチルジメトン及び     パラチオン、メチルジメトン及び 
    ＥＰＮに限る。）     ＥＰＮに限る。）

    鉛及びその化合物 １Lにつき鉛0.1mg     鉛及びその化合物 １Lにつき鉛0.1mg

    六価クロム化合物 １Lにつき六価クロム0.2mg     六価クロム化合物 １Lにつき六価クロム0.5mg

    砒素及びその化合物 １Lにつき砒素0.1mg     砒素及びその化合物 １Lにつき砒素0.1mg

    水銀及びアルキル水銀その他の水銀 １Lにつき水銀0.005mg     水銀及びアルキル水銀その他の水銀 １Lにつき水銀0.005mg 
    化合物     化合物

    アルキル水銀化合物 検出されないこと。     アルキル水銀化合物 検出されないこと。

    ポリ塩化ビフェニル １Lにつき0.003mg     ポリ塩化ビフェニル １Lにつき0.003mg

    トリクロロエチレン １Lにつき0.1mg     トリクロロエチレン １Lにつき0.3mg

    テトラクロロエチレン １Lにつき0.1mg     テトラクロロエチレン １Lにつき0.1mg

    ジクロロメタン １Lにつき0.2mg     ジクロロメタン １Lにつき0.2mg

    四塩化炭素 １Lにつき0.02mg     四塩化炭素 １Lにつき0.02mg

    １・２－ジクロロエタン １Lにつき0.04mg     １・２－ジクロロエタン １Lにつき0.04mg

    １・１－ジクロロエチレン １Lにつき１mg     １・１－ジクロロエチレン １Lにつき0.2mg

    シス－１・２－ジクロロエチレン １Lにつき0.4mg     シス－１・２－ジクロロエチレ １Lにつき0.4mg

    １・１・１－トリクロロエタン １Lにつき３mg     １・１・１－トリクロロエタン １Lにつき３mg

    １・１・２－トリクロロエタン １Lにつき0.06mg     １・１・２－トリクロロエタン １Lにつき0.06mg

    １・３－ジクロロプロペン １Lにつき0.02mg      １・３－ジクロロプロペン １Lにつき0.02mg

     チウラム １Lにつき0.06mg  チウラム １Lにつき0.06mg

    シマジン １Lにつき0.03mg  （新設）

    チオベンガルブ １Lにつき0.2mg  （新設）

    ベンゼン １Lにつき0.1mg  （新設）

    セレン及びその化合物 １Lにつきセレン0.1mg  （新設）

    ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの１Lにつき  ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの１Lにつき 
   ほう素10mg ほう素10mg 
   海域に排出されるもの１Lにつき　ほう素230mg 海域に排出されるもの１Lにつき　ほう素230mg

    ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの１Lにつき  ふつ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの１Lにつき 
    ふつ素８mg  ふつ素８mg 
   海域に排出されるもの１Lにつきふつ素15mg 海域に排出されるもの１Lにつきふつ素15mg

    アンモニア、アンモニウム化合物、 １Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜  アンモニア、アンモニウム化合物、 １Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜

     亜硝酸化合物及び硝酸化合物 硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg  亜硝酸化合物及び硝酸化合物 硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg

  一・四―ジオキサン １Lにつき0.5mg  （新設）
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 新旧対照表

改正後 改正前

別表第２ 別表第２ 
 項　　目 許容限度  項　　目 許容限度  
  水素イオン濃度（水素指数） 海域以外の公共用水域に排出されるもの   水素イオン濃度（水素指数） 海域以外の公共用水域に排出されるもの  
  5.8以上8.6以下   5.8以上8.6以下 
  海域に排出されるもの　5.0以上9.0以下   海域に排出されるもの　5.0以上9.0以下
  生物化学的酸素要求量 160（日間平均120）mg/L   生物化学的酸素要求量 160（日間平均120）mg/L
  化学的酸素要求量 160 （日間平均120）mg/L   化学的酸素要求量 160 （日間平均120）mg/L
  浮遊物質量 200 （日間平均150）mg/L   浮遊物質量 200 （日間平均150）mg/L
  ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ５mg/L   ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ５mg/L 
  （鉱油類含有量）   （鉱油類含有量）
  ノルマルヘキサン抽出物質含有量 30mg/L   ノルマルヘキサン抽出物質含有量 30mg/L 
  （動植物油脂類含有量）   （動植物油脂類含有量）
  フェノール類含有量 ５mg/L   フェノール類含有量 ５mg/L
  銅含有量 ３mg/L   銅含有量 ３mg/L
  亜鉛含有量 ２mg/L   亜鉛含有量 ５mg/L
  溶解性鉄含有量 10mg/L   溶解性鉄含有量 10mg/L
  溶解性マンガン含有量 10mg/L   溶解性マンガン含有量 10mg/L
  クロム含有量 ２mg/L   クロム含有量 ２mg/L
  大腸菌群数 日間平均3,000個/cm3   大腸菌群数 日間平均3,000個/cm3

  窒素含有量 120（日間平均60）mg/L   窒素含有量 120（日間平均60）mg/L
  燐含有量 16（日間平均８）mg/L   燐含有量 16（日間平均８）mg/L
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 新旧対照表

改正後 改正前

ｐ２３　７　通達・通知 ｐ２３　７　通達・通知 
  

○　農薬の適正な使用について （新設） 
  

                                             令和６年（2024年）３月11日　教高第3028号  
                                             各教育局長、道立学校長あて　学校教育局高校  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　教育課長、学校教育局特別支援教育課長通知 　
 
　このことについて、農薬を含む学校で取り扱う薬品は関係法令及び「理科薬品等の取扱いに関する

手引（四訂版）」（以下「手引き」という。）に基づき適切に取り扱うよう通知しているところですが、

農薬は農薬取締法（昭和23年法律第82号）において登録された農薬を使用することや農薬を使用する

者が遵守すべき基準を定める省令（農林水産省令第五号）において使用履歴を記録することが定めら

れていることから、農薬の適正な使用を改めて確認いただくとともに、使用履歴等の記録については、

今後、次のとおり取扱いをしていただくようお願いいたします。 
記 
１　今後の取扱について 
　　手引きの様式１「一般薬品受払・点検記録簿」及び様式２「毒物及び劇物受払・点検記録簿」に

　次の内容を記載すること。 
　(1)農薬のラベルに記載されている農林水産省の登録番号も規格欄に記載すること。 
　　記載例～登録第○○号 
　(2)農薬を使用の際は、備考欄に使用場所及び対象農作物等、単位面積当たりの使用量又は希釈倍

　　数を記録すること。 
　　記載例～第１農場 じゃがいも 希釈倍数1000倍 
　※エクセルの様式を添付しますので活用願います。 
２　１の適用について 
　　本通知日以降に保管・使用する農薬について適用願います。 
３　その他 
　　各教育局で毎年実施していただく実地点検においては、理科薬品だけではなく、農薬も点検いた

　だくとともに、令和６年度以降の点検は上記内容についても点検いただくようお願いいたします。 
別紙 
～農林水産省令第五号 抜粋～ 
(帳簿の記載) 
第九条 農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければ

　ならない。 
一　農薬を使用した年月日 
二　農薬を使用した場所 
三　農薬を使用した農作物等 
四　使用した農薬の種類又は名称 
五　使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数 
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 新旧対照表

改正後 改正前
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 新旧対照表

改正後 改正前

○　理科薬品等の取扱いについて （新設） 
  

                                             平成30年12月21日　教高第1863号  
                                             各教育局長、道立学校長あて　学校教育局高校  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　教育課長、学校教育局特別支援教育課長通知 　 

  
　このことについては、関係法令や「理科薬品等の取扱いに関する手引き（四訂版）（平成30年4月1  
日施行）」等に基づき、適正な取扱い及び保管・管理に万全を期すようお願いしてきたところですが、  
先日、道立高等学校において、実験に使用した理科薬品が生徒によって誤った方法で廃棄されたこと  
から、生物教室の床及び教壇の一部を損傷する火災事故が発生しました。  
　この火災事故と極めて類似した事例が平成28年10月にも道立高等学校で発生しており、別添写しの  
とおり各教育局長及び各道立学校長あて通知したところであります。  
　ついては、実験前には必ず生徒に対して薬品の性質や取扱いの留意点を十分に説明した上で、理科  
薬品使用後の廃液の処理など廃棄にあたっては取扱いに誤りのないよう適正に行い、このような事故  
が二度と繰り返されないよう、職員に指導願います。  
別添  
　理科薬品等の取扱いについて  

  
                                             平成28年10月14日　教高第1237号  
                                             各教育局長、道立学校長あて　学校教育局高校  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　教育課長、学校教育局特別支援教育課長通知  
　通知内容省略  

 
  

ｐ４８＜参考＞ ｐ４７＜参考＞ 
理科薬品等の取扱いに関する通達・通知一覧（昭和６１年以前） 理科薬品等の取扱いに関する通達・通知一覧（昭和６１年以前）  

発信番号・施行年月日 施行先機関名 施行者 件　　　名 備　　　考   発信番号・施行年 施行先機関名 施行者 件　　　名 備　　　考  
昭和40年12月22日 各教育局長、各市町村教育 教育長 「実験・実習等における災害 道商工部長通知  月  

　40教学第7060号 委員会教育長 ・事故防止について（通知）」  昭和40年12月22日 各教育局長、各市町村教育 教育長 「実験・実習等における災害 道商工部長通知  
 　40教学第7060号 委員会教育長 ・事故防止について（通知）」  

　※　昭和６１年以前の通達・通知は道立教育研究所ホームページに掲載しています。                    
                                                                 　※　昭和６１年以前の通達・通知は道立教育研究所附属理科教育センターホームページに掲載しています。  
 

 
 



- 9 -

 新旧対照表

改正後 改正前

ｐ５５　第５　その他 ｐ５２　第５　その他 
３　危機対応マニュアル ３　危機対応マニュアル 
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 新旧対照表

改正後 改正前
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 新旧対照表

改正後 改正前
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 新旧対照表

改正後 改正前


